
 
 

○ 遺跡（周知の埋蔵文化財包蔵地）の範囲内での、民間開発に伴う土木工事の

際には、文化財保護法に基づく工事着手前の届出が必要です※。（文化財保護

法第 93 条第１項） 

※ 工事着工の 60 日以上前に届け出ていただく必要がありますので、 

ご注意ください。 

 韮崎市教育委員会 教育課 文化財担当（〒407-８５０１ 韮崎市水神１－３－１） 

【電話】０５５１-２２-１１１１（内線 270） 【FAX】０５５１-２３-１２１５ 

① 遺跡の有無の確認 （韮崎市教育委員会窓口へ） 

 工事予定地内に遺跡があるか否かを確認してください。 

② 事前相談 （韮崎市教育委員会窓口へ） 

 工事の範囲や位置、工法などにより保護措置が異なります。 

③ 届出 （韮崎市教育委員会窓口へ） 

 工事着工の 60 日以上前に２部提出してください。 

 書式は韮崎市ホームページ（各種申請書）からダウンロードできます。 

【埋蔵文化財保護に関する手続きのイメージ】 

【試掘確認調査】工事着手前に実施します。埋蔵文化財が発見さ

れた場合、発掘調査を実施することがあります。 

【工事立会】施工時に文化財専門職員が立会、必要に応じて記録を

とる作業をさせていただきます。 

【慎重工事】埋蔵文化財を傷つけないよう、慎重な施工をお願いします。 

※埋蔵物を発見した場合、速やかに教育委員会へご連絡ください。 
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※その他、遺跡の保存方法などについて協議させていただく場合があります。 

○ 韮崎市内で工事を計画している場合、計画地が遺跡の範囲内であるか否か

について、韮崎市教育委員会にて事前確認をお願いします。 

 
 遺跡の範囲内 

遺跡の範囲外の場合。 

ただし、新規に遺跡が発

見される可能性のある

場合には要協議。 

住宅新築・建替え等の工事計画の際は、 

必ず遺跡の有無の確認をお願いします！ 


